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は じ め に

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。当社業務につ
きましては、毎々格別のご高配を賜り、有り難く厚く御礼申し上げ
ます。
さて、当社では、分譲マンションの共用部分を一括して保険の対象
とする積立型の火災保険「積立マンション総合保険」を販売してお
ります。
本商品は、充実した補償をご提供するとともに、貴マンション 管
理組合の修繕計画に合わせて満期返れい金・保険期間（保険の ご
契約期間）の設計が可能です。
本商品にご加入いただくことによって、居住者の皆さまの快適なマ
ンションライフをお手伝いできるものと確信しておりますので、ご
検討のうえ、何卒当社にご用命賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。
末筆ながら、皆さまの益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

敬具
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積立マンション総合保険の特長

【特長１】補償ニーズに合わせた自由な保険設計

【特長２】修繕計画に合わせた修繕費用の積み立て

マンション共用部分を一括して補償。

保険金は、新価額を基準に何度でもお支払い。
→同等のものを新たに再取得または再購入するために必要な金額をお支払いします。

ご予算・修繕計画に合わせた保険設計が可能。

満期返れい金は、原則非課税。

契約者貸付で、臨時の修繕等の必要資金をご用立て。

→敷地内の共用施設（駐車場、自転車置場など）まで幅広く補償します。
２

１

２

３

→満期返れい金（原則２０万円以上）を自由に設定できます。

→マンション管理組合が受け取る満期返れい金および契約者配当金は、原則非課税です。

→ご契約は有効なまま、５万円以上をご用立てする貸付制度があります。

１

３

安心・充実・納得の補償内容

１１



【特長１】補償ニーズに合わせた自由な保険設計

１ 安心・充実・納得の補償内容
「積立マンション総合保険」は、お客様のニーズに応じたプランを設計できます。火災、落雷、風災などの損害を基本補償とし、
各種オプション特約をセットして補償を充実させることができます。

→オプション特約の概要は９ページ以降をご参照ください。

建物・付属建物・設備等マンション共用部分の損害の補償 事故にともなって必要となる費用の補償 賠償責任等の補償

火災 落雷 破裂・爆発
保険の対象の外部からの
物体の落下・飛来・衝突

地震
騒擾・集団行動等
に伴う暴力行為等 風災・雹災・雪災

盗難による
盗取・損傷・汚損

水災 水濡れ損害

電気的・
機械的事故

破損・汚損

凍結水道管
修理費用

ドアロック
交換費用

残存物取片づけ費用

損害防止費用

臨時費用 臨時の貸借・宿泊費用

修理付帯費用 地震火災費用

水濡れ原因
調査費用

失火見舞費用

日常生活での賠償 施設に関する賠償

類焼損害

共有する備品
の補償

宅配ロッカー内
の荷物の補償

基
本
補
償

地
震
保
険

オ
プ
シ
ョ
ン
で
セ
ッ
ト
で
き
る
補
償
（特
約
） ２２

破損・汚損

＋

ひょう
じょう

ぬ

ぬ



【特長１】補償ニーズに合わせた自由な保険設計

マンション共用部分を一括して補償。２

マンション管理組合が管理する共用部分には、マンション建物本体の階段や廊下やエレベーターなどだけでなく、別棟の付属建
物などマンション管理規約で定められている部分も含まれます。
「積立マンション総合保険」の補償の対象は、以下のとおり広範囲ですので、マンション共用部分をもれなくカバーすることが
できます。

●マンション建物本体
の共用部分

●付属建物
●駐輪場
●管理人室
●集会室

● (立体)駐車場
●給水塔

●配電室
●立木

●フェンスなど

・管理人室の事務機・什器・備品
・玄関ホールの什器・備品
・集会室の什器・備品
・来客用宿泊施設の什器・備品
・各階の消火器
・トレーニング室のエクササイズ・マシン

など

(※)

(※)什器・備品等損害補償特約をセットした場合に、
補償されます。

●管理組合で共有している動産

「積立マンション総合保険」の基本補償部分で補償する部分

什器・備品等損害補償特約で補償する部分

「積立マンション総合保険」
で補償される部分は、マン
ション管理規約で定められて
いる建物や付属建物・設備な
どの共用部分となります。

３３



【特長１】補償ニーズに合わせた自由な保険設計

３

４４

「積立マンション総合保険」では、保険金額を限度として、修理費用（再調達に要する費用）を全額お支払いします。
共用部分が、万が一、火災などの事故により損害をうけた場合でも、「積立マンション総合保険」を再調達価額まで付保
していれば、損害の額に対し過不足なく損害保険金が支払われます。

保険金は、新価額（再調達価額）を基準に何度でもお支払い。

たとえば…（築２０年の分譲マンションの例）

２０年前の
共用部分建築費用

１億円

建築費
の上昇

今建て直すと
１億６，０００万円必要

償却分を控除すると
１億１，２００万円必要

保険金額
１億６，０００万円

保険金額
１億１，２００万円

修復費１，０００万円の損害

保険金
１，０００万円

保険金
７００万円

積立マンション総合保険では
損害額をお支払いします。

お支払の基準を時価とする火災保険
では償却分3割が控除され、３００万円
の自己負担が必要になります。

損害を受けた部分、損害の程度により、控除さ
れる割合は異なることがあります。

積立マンション総合保険

お支払いの基準を時価とす
る火災保険

２０年間の減価償却分３割
（▲４，８００万円）

■新価額を基準としたお支払い

■何度でもお支払い
１回の事故により保険金額の全額をお支払いしないかぎり、保険金は何度でもお支払いします。

（注）



【特長２】修繕計画に合わせた修繕費用の積み立て

ご予算・修繕計画に合わせた保険設計が可能。１

積立マンション総合保険では、充実した補償の手当てに加えて、ご予算・修繕計画に合わせた修繕積立金
の運用が可能です。

満期返れい金

（契約者配当金）

＋積立保険料

補償保険料等

５５

お支払いいただく保険料 満期時にお受け取りいただく
満期返れい金等

＊ただし、保険金額・保険期間（保険のご契約期間）・保険料の払込方法によって設定できる満返れい金額は変わります。

満期返れい金は、２０万円以上で自由に設定可能です。

保険期間は、３年・４年・５年の中から選択可能です。
また、保険料の払込方法も、一時払・年払・半年払・月払等から選択可能です。

■積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。

＜保険金・満期返れい金・契約者配当金等のお支払いに関するご注意点＞

■１回の事故による損害について、保険金額の１００％に相当する保険金をお支払いした場合は、その原因となる事故が発生した時点で保険契約は終了
します。この場合、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。

■積立部分の保険料は、損保ジャパンが責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えた場合は、満期時に満期返れい金にプラス
して契約者配当金をお支払いします。なお、契約者配当金の額は、保険期間および保険料の払込方法等により異なります。



【特長２】修繕計画に合わせた修繕費用の積み立て

満期返れい金は、原則非課税。２

６６

３ 契約者貸付で、臨時の修繕等の必要資金をご用立て。

（平成２１年１２月現在）

管理組合または管理組合法人が受け取る満期返れい金および契約者配当金は、原則として課税されません。
したがって、その全額をマンション修繕費用として活用できます。

管理組合は、法人の場合は、公益法人（区分所有法第４７条１０項）、法人ではない場合は「人格のない社団」とみなさ
れ、満期返れい金および契約者配当金は、非収益事業から生じた所得として非課税となります。

ただし、管理組合が収益事業（居住者以外を対象とした駐車場業等）を行っている場合で、その収益をお支払いいただく
保険料に充当する場合等には課税される可能性があるのでご注意ください。

（法人税法第２条６号・８号、第３条、第４条、第７条）

上記の取扱いについては、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。

保険期間中に、臨時に修繕費用が必要になった場合等には、ご契約は有効なまま、５万円以上をご用立てする貸付制度があ
ります。
＊ご用立てできる金額は、損保ジャパンの定める範囲内となります。なお、質権等が設定されたご契約および原則として保険期間の初日から２か月以内ま
たは満期直前５か月以内の契約については、ご用立てできませんのでご注意ください。

修繕積立金は、損保ジャパンが責任をもって運用します！
積立部分の保険料は、損保ジャパンが責任をもって運用します。

＜経営破綻した場合等のご契約者の保護について（平成２１年１２月現在）＞
■引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続
きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍
結されたり、金額が削減されることがあります。
■この保険（地震保険を除きます。）については、ご契約者がマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象
となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金、満期返れい金および解約返れい金等の８割
（ただし、破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は全額）までが補償されます。また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積
立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場合は満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。

■地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金および解約返れい金等の全額が補償されます。

なお、今後の法改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。



７７

地震保険のおすすめ①

これらの損害を補償するためには、「積立マンション総合保険」に併せて地震保険への加入が必要です。

「積立マンション総合保険」では地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災などの損害は、補償の対象になりません。

躯体、階段、外壁、廊下、基礎部分など、建物の
骨格をなす共用部分が損害を受けると、専有部分
が無事でも居住者が元通り生活できない場合があ
ります。
共用部分の復旧の一助として、「積立マンション
総合保険」と合わせて地震保険のご加入をおすす
めください。

地震
発生

マンションにおいて、地震保険の対象となるのは、住居部分があるものにかぎります。
＊住居部分のない専有部分およびその共用部分の共有持分は地震保険の引受の対象となりません。

○
専有部分
（※１）

上記専有部分の
共有持分
（※２）

専有部分に住居部分がない場合
（例：コンビニエンスストア、店舗）

×

○ ×

専有部分に住居部分がある場合
（例：住居、事務所兼住居）

マンションが震災で損害を受けたら・・・

マンションにおける地震保険の対象

（※1）専有部分：各区分所有者が専有部分に付保する地震保険
（※2）上記専有部分の共有持分：積立マンション総合保険の地震保険で対象



●「マンション総合保険の保険金額×各区分所有者の共有持分割合」の３０％から５０％

●同一構内の専有部分と共用部分の地震保険の保険金額合算で５，０００万円がお引き受け限度となります。

各区分所有者ごとに契約できる地震保険の保険金額は下記の算式によって算出した額の範囲内になります。

Ａさん、Ｂさん、Ｃさんの３名で区分所有するマンションの共用部分（保険金額１億５千万円）を例に契約
できる地震保険の保険金額を確認してみましょう。

Step１ 各区分所有者の専有部分の地震保険の付保状況と各区分所有者の共有持分の確認

Step２ 各区分所有者ごとに共有持分の地震保険の保険金額を「積立マンション総合保険の保険金額×各区分所有者の共有持分割合」

の３０％から５０％ で設定

Step３ 各区分所有者ごとに、限度額を確認

地震保険のおすすめ②

●共用部分の持分割合（５０％）
７，５００万円

●地震保険金額（３０％～５０％）
２，２５０万円～３，７５０万円

●共用部分の持分割合（４０％）
６，０００万円

●地震保険金額（３０％～５０％）
１，８００万円～３，０００万円

●共用部分の持分割合（１０％）
１，５００万円

●地震保険金額
地震保険引受対象外

●専有部分の地震保険金額
２，５００万円

●専有部分の地震保険金額
１，５００万円

●専有部分の地震保険金額
地震保険引受対象外

Ｃさん
（住宅）

Ｂさん
（事務所
兼住宅）

Ａさん
（店舗専用）

専有部分 共用部分

地震保険の限度額５，０００万円
から専有部分の地震保険金額

を差し引いた額

２，５００万円

３，５００万円

ご契約できる
地震保険の保険金額

２，２５０万円～
２，５００万円

１，８００万円～
３，０００万円

地震保険引受対象外

８８

地震保険の保険金額の設定

＜ご契約例＞



ご参考：オプション特約の概要①

９９

建物・付属建物・設備等マンション共用部分の損害の補償

特約の詳細につきましては、積立マンション総合保険のパンフレット等をご覧ください。

以下の損害を補償します。

・不測かつ突発的な事故*によるマンション共用部分の破損・汚損等の損害
（空調設備・電気設備などのマンション共用部分の機械設備の電気的・機械的事故による損害は補償しません。）

＊基本補償や他の特約で補償する事故を除きます。

＊＊損害の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

破損・汚損
（破損・汚損損害等補償特約
（電気的・機械的事故対象外））

マンション共用部分の水道管が凍結により損害を被った場合の修理費用を補償します。
（１事故１敷地内につき、５０万円限度）

凍結水道管修理費用
（水道管修理費用補償特約）

建物のドア*の鍵が盗難され、錠を交換した場合の費用をお支払いします。
（１事故につき、５０万円限度）

＊建物または戸室の出入りに通常使用するドアをいいます。

ドアロック交換費用
（ドアロック交換費用補償特約）

以下の損害を補償します。

・空調設備・電気設備などのマンション共用部分の機械設備の電気的・機械的事故による損害

・不測かつ突発的な事故*によるマンション共用部分の破損・汚損等の損害
＊基本補償や他の特約で補償する事故を除きます。

＊＊損害の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

破損・汚損＋機械設備
の電気的・機械的事故
（破損・汚損損害等補償特約
（電気的・機械的事故補償））

給排水設備に生じた事故または専有戸室内で生じた事故等によるマンション共用部分の水濡れ
損害を補償します。

水濡れ損害
（水濡れ損害補償特約）

台風、暴風雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等によるマンション共用部分の損害を補償します。
(注)損害額がマンション共用部分の再調達価額の３０％以上または、床上浸水もしくは地盤面（床面が地盤面より
下にある場合はその床面をいいます。）より４５ｃｍを超える浸水となった場合にかぎります。

水災
（水災補償特約）

ぬ
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事故にともなって必要となる費用の補償

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災でマンション共用部分が半焼以上となっ
た場合に、保険金額の５％をお支払いします。

地震火災費用
（地震火災費用補償特約）

水濡れ事故が発生した場合に、その事故の原因を調査するために支出した費用を補償します。
（保険年度ごとに、１００万円限度）

水濡れ原因調査費用
（水濡れ原因調査費用補償特約）

共用部分から出火し、他人の所有物または区分所有者の専有部分もしくはその収容動産に損害
を与えた場合、管理組合が１被災世帯あたり２０万円の見舞金を支払う費用をお支払いします。
（１回の事故につき、基本保険金額の２０％が限度)

失火見舞費用
（失火見舞費用補償特約）

火災等の事故によってマンション共用部分が損害を被った場合に、仮修理費用や仮設物の設置
費用を補償します。
（１事故１敷地内につき、保険金額の３０％または１，０００万円のいずれか低い額が限度）

修理付帯費用
（修理付帯費用補償特約）

マンション共用部分が災害にあったため、臨時に賃貸住宅や宿泊施設を利用するのに必要な費
用を補償します。
（１世帯あたり１か月につき１０万円、１事故につき６か月限度)

臨時の賃借・宿泊費用
（賃借費用補償特約）

火災等の事故によってマンション共用部分が損害を被った場合に、損害保険金とは別に損害保
険金の３０％をお支払いします。
（１事故につき、居住する世帯数×１００万円限度)

臨時費用
（臨時費用補償特約）

特約の詳細につきましては、積立マンション総合保険のパンフレット等をご覧ください。
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賠償責任等の補償

特約の詳細につきましては、積立マンション総合保険のパンフレット等をご覧ください。

火災等の事故によって区分所有者が共有している什器・備品が損害を被った場合に、その損害
を補償します。

不測かつ突発的な事故（水濡れ、破損・汚損等）については、損害の額から３万円の自己負担額を差し引いた額
をお支払いします。（１事故につき、２０万円限度とします。）

共有する備品の補償
（什器・備品等損害補償特約）

マンション共用部分からの失火でお隣の住宅が焼失してしまった場合に、お隣の住宅や家財の
損害を補償します。
（保険年度ごとに、１億円限度)

類焼損害
（類焼損害補償特約）

偶然な事故によって宅配ロッカー内の荷物が損害を被った場合に、その損害を補償します。
（損害の額から５千円の自己負担額を差し引いた額をお支払いします。

ただし、１事故につき、１０万円限度とします。)

宅配ロッカー内の荷物
の補償

（宅配ロッカー内動産補償特約）

マンション共用部分の欠陥や管理業務上の過失による他人への賠償事故を補償します。
（１事故につき、保険証券記載の保険金額が限度）

施設に関する賠償
（施設賠償責任特約）

区分所有者の専有する戸室の所有、使用または管理に起因する賠償事故、居住者の日常生活に
かかわる他人へのさまざまな賠償事故を補償します。
（１事故につき、保険証券記載の保険金額が限度)

日常生活での賠償
（個人賠償責任特約包括契約に

関する特約）
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